
議案第４７号 

 

市有財産の取得について 

 

下記の物件を取得したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６

条第１項第８号及び大町市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年 ６月 ５日 提出  大町市長  牛 越  徹 

 

令和８年 ６月  日 議決 

 

 

記 

 

 

１ 取 得 物 件  市立学校学習者用情報端末機器 １，６００台 

 

２ 契約の方法  随意契約 

 

３ 契 約 金 額  ８０，６０８，０００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ７，３２８，０００円） 

 

４ 契約の相手方  長野県松本市大字和田４０１０番１０ 

          キッセイコムテック株式会社 

公共・医療ソリューション事業部長 伊藤 嘉春 


